
12

★
固
定
資
産
税
★

○
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
納
税

　

通
知
書
発
送
と
納
期
は
？

　

平
成　

年
度
の
納
税
通
知
書
は
５
月

13

　

日
に
発
送
予
定
し
て
い
ま
す
。
第
１

15期
分
の
納
期
限
は
５
月　

日
で
す
。
２

31

期
以
降
の
納
期
は
納
税
通
知
書
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

○
課
税
資
産
明
細
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い

　

納
税
通
知
書
に
課
税
資
産
明
細
書
が

添
付
し
て
あ
り
ま
す
。
内
容
を
ご
確
認

の
う
え
、
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
な
お
、
こ

の
明
細
書
は
再
発
行
い
た
し
ま
せ
ん
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

○
納
税
通
知
書
の
内
容
に
疑
問
が
あ
る

　

場
合
は
？

　

ご
自
分
の
固
定
資
産
税
の
内
容
や
評

価
に
つ
い
て
、
お
知
り
に
な
り
た
い
場

合
に
は
、
お
気
軽
に
税
務
課
固
定
資
産

税
係
の
窓
口
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
価
格
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る

場
合
は
、
納
税
通
知
書
の
交
付
を
受
け

た
日
後　

日
ま
で
に
審
査
申
し
出
を
、

30

価
格
以
外
の
こ
と
に
つ
い
て
不
服
の
あ

る
場
合
は
、
納
税
通
知
書
を
受
け
た
日

の
翌
日
か
ら　

日
以
内
に
不
服
の
申
し

60

立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

★
軽
自
動
車
税
★

○
軽
自
動
車
税
が
賦
課
さ
れ
る
方
は
？

　

平
成　

年
４
月
１
日
現
在
で
、
軽
自

13

動
車
、
原
動
機
付
自
転
車
、
小
型
特
殊

自
動
車
（
農
耕
用
な
ど
）、
二
輪
小
型
自

動
車
、
軽
二
輪
車
な
ど
を
所
有
（
ま
た

は
使
用
）
し
て
い
る
方
に
一
年
分
と
し

て
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

平
成　

年
度
の
納
税
通
知
書
は
５
月

13

　

日
に
発
送
予
定
し
て
い
ま
す
。
今
年

15の
納
期
限
は
５
月　

日
で
す
。

31

※
４
月
２
日
以
降
に
廃
車
や
名
義
変
更

の
手
続
き
を
し
て
も
、
月
割
り
で
の

割
り
戻
し
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
減
免
申
請
の
お
し
ら
せ

　

一
定
の
障
害
等
級
以
上
の
身
体
障
害

者
等
の
方
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
な
ど

で
、
通
学
（
通
所
）、
通
院
、
ま
た
は
生

業
の
た
め
に
、
自
分
の
足
代
わ
り
と
し

て
使
用
す
る
軽
自
動
車
な
ど
に
つ
い
て

は
、
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
、
軽
自
動

車
税
の
減
免
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

な
お
、
自
動
車
税
（
県
税
）
の
減
免

を
受
け
ら
れ
る
場
合
は
、
軽
自
動
車
税

の
減
免
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

�
申
請
期
限　

５
月　

日
�

24

�
必
要
な
書
類

　

納
税
通
知
書
、
障
害
者
手
帳
等
、

　

運
転
免
許
証
、
車
検
証
、
印
鑑

�
申
請
窓
口　

税
務
課
総
務
係

◯問
 

税
務
課　

�
２
２－

１
３
１
３

Information
iving

く�

ら�

し�百
科

百

科�

は問い合わせ先です�

固
定
資
産
税
・
軽
自
動
車
税
の
納
期
限
は
５
月　

日
で
す

31

土地と家屋の�
価格に疑問が�
あるのですが�

はい�
何でしょうか�

児
童
手
当
支
給
対
象
が
大
幅
に
拡
大
さ
れ
ま
す
�

　

所
得
制
限
限
度

額
の
引
き
上
げ
に

よ
り
、
今
ま
で
受

給
し
て
い
な
い
方

も
受
給
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

新
た
に
対
象
と
な

る
と
思
わ
れ
る
方
は
、
５
月
中
に
市
役

所
市
民
課
窓
口
へ
「
認
定
請
求
書
」
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

以
前
に
申
請
さ
れ
、
所
得
関
係
で
却

下
通
知
を
受
け
取
っ
た
方
は
お
手
数
で

も
、
も
う
一
度
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
限
度
額
に
つ
い
て
は
下
記
の

と
お
り
で
す
。
加
入
し
て
い
る
年
金
制

度
や
扶
養
家
族
数
に
よ
っ
て
違
っ
て
き

ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
市
民
課
総
務
係

（
�
２
２－

１
３
１
２
）
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
注
）
児
童
手
当
は
、
認
定
請
求
を
し
た

日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
支
給
さ
れ

ま
す
。
提
出
が
遅
れ
る
と
遅
れ
た
月
分

の
手
当
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
必
ず
５

月
末
日
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

所得制限限度額（万円）扶養親族等の数
加入年金
の 種 類

３０１．００ 人

国民

年金

３３９．０１ 人

３７７．０２ 人

４１５．０３ 人

４５３．０４ 人

４９１．０５ 人

所得制限限度額（万円）扶養親族等の数
加入年金
の 種 類

４６０．００ 人

厚生

年金

ほか

４９８．０１ 人

５３６．０２ 人

５７４．０３ 人

６１２．０４ 人

６５０．０５ 人

平成13年度所得制限限度額

※この金額は、平成１２年中の収入における総所得金額です。総収入ではありません。

認定請求は、�
5月末日までにY

13

　

国
民
年
金
の
第
一
号
被
保
険
者
（
自

営
業
、
農
漁
業
）
は
、
自
分
で
保
険
料

を
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
長
い
加
入
期
間
中
に
は
、

け
が
や
病
気
、
失
業
な
ど
の
理
由
で
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
も

あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
と
き
は
、
本

人
の
申
し
出
に
よ
っ
て
保
険
料
が
免
除

さ
れ
る
「
申
請
免
除
制
度
」
が
あ
り
ま

す
。（
理
由
に
よ
っ
て
は
認
め
ら
れ
な

い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。）

　

免
除
さ
れ
る
期
間
は
、
免
除
申
請
を

し
た
前
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
で
す
。

　

な
お
、
昨
年
に
引
き
続
い
て
今
年
度

も
継
続
し
て
免
除
を
希
望
さ
れ
る
方
も
、

忘
れ
な
い
で
手
続
き
（
印
鑑
を
持
参
）

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
き
ま
す
と
、

受
給
資
格
期
間
（
最
低　

年
）
を
満
た

25

せ
な
い
た
め
、
老
後
生
活
の
支
え
で
あ

る
「
老
齢
基
礎
年
金
」
が
受
け
ら
れ
な

く
な
っ
た
り
、
万
一
病
気
や
け
が
で
障

害
者
に
な
っ
た
と
き
の
「
障
害
基
礎
年

金
」
や
、
母
子
家
庭
に
な
っ
た
と
き
の

「
遺
族
基
礎
年
金
」
が
受
け
ら
れ
な
い

こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

困
っ
た
と
き
に
は
未
納
に
し
な
い
で

申
請
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料

学
生
納
付
特
例
制
度
の
お
知
ら
せ

　

昨
年
度
か
ら
学
生
納
付
特
例
制
度
が

施
行
さ
れ
、
学
生
本
人
の
収
入
の
有
無

に
よ
り
審
査
さ
れ
、
よ
り
多
く
の
方
の

ご
利
用
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

　

学
生
特
例
に
か
か
る
期
間
は
、
年
金

受
給
資
格
期
間
（
合
算
対
象
期
間
）
と

し
て
計
算
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は

反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
将
来
受
け
取
る
年

金
額
の
低
下
を
防
ぐ
た
め
、　

年
前
ま

10

で
の
学
生
納
付
特
例
期
間
は
保
険
料
が

追
加
納
付
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
納
付
特
例
（
免
除
）
の
適
用

は
、
申
請
月
の
前
月
か
ら
翌
３
月
ま
で

と
な
り
ま
す
の
で
、
今
年
度
ご
利
用
の

方
は
至
急
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

　

申
請
手
続
き
に
は
、
年
金
手
帳
・
印

鑑
・
学
生
証
（
ま
た
は
在
学
証
明
書
）

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

◯問
 

市
民
課
国
民
年
金
係

　

�
２
２－

１
３
１
２

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請
手
続
き
は
お
早
め
に
�

大
河
原
税
務
署
か
ら
‥
不
審
な
電
話
に
注
意
を

　

税
務
職
員
の
名
を
か
た
り
、
電
話
で

納
税
者
の
方
々
の
「
勤
務
先
、
還
付
金

振
込
先
金
融
機
関
名
及
び
口
座
番
号
」

を
照
合
す
る
と
い
う
事
例
が
、
税
務
署

管
内
で
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
被
害
に
遭
わ
な
い
よ
う
、

次
の
点
に
ご
注
意
願
い
ま
す
。

※
税
務
職
員
が
納
税
者
の
皆
様
に
電
話

を
行
う
場
合
は
、
署
名
、
部
門
名
、
氏

名
を
名
乗
っ
て
か
ら
要
件
を
伝
え
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。〔
所
属
、
氏
名
な

ど
を
必
ず
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。〕

※
税
務
職
員
が
納
税
者
宅
に
訪
問
す
る

際
に
は
、
質
問
検
査
章
と
身
分
証
明
書

（
顔
写
真
付
）
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。

〔
身
分
証
明
書
な
ど
で
所
属
、
氏
名
な

ど
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。〕

※
通
常
、
税
金
の
還
付
に
つ
い
て
は
、

既
に
提
出
さ
れ
た
書
類
な
ど
に
基
づ
き

行
っ
て
い
る
の
で
、
改
め
て
通
勤
先
な

ど
を
照
会
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
あ
り

ま
せ
ん
。
不
審
な
点
が
あ
る
と
き
は
、

即
答
せ
ず
に
大
河
原
税
務
署
（
�
０
２

２
４－

５
２－

２
２
０
２
）
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

労
働
保
険
料
の
申
告
・
納
付
は

５
月　

日
ま
で
に

21

　

労
働
保
険
（
労
災
保
険
と
雇
用
保
険
）

の
保
険
料
は
、
年
度
当
初
に
概
算
で
申

告
・
納
付
し
翌
年
度
当
初
に
精
算
す
る

と
と
も
に
、
新
年
度
の
概
算
保
険
料
の

納
付
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

申
告
・
納
付
手
続
き
は
、
５
月　

日
21

ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の

で
、
忘
れ
ず
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

◯問
 

宮
城
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
課

　

�
０
２
２－

２
９
９－

８
８
４
２

　

ま
た
は
各
労
働
基
準
監
督
署
へ

国保税
�

Q&A

Ｑ.

今
月
、
家
族
も
一

緒
に
社
会
保
険
に
加
入

し
ま
し
た
が
、
今
ま
で

加
入
し
て
い
た
国
民
健

康
保
険
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ

い
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ.

社
会
保
険
に
加
入
し
た
場
合
、

市
役
所
へ
の
届
け
出
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
新
旧
両
方
の
保
険
証
と

印
鑑
を
持
参
し
、
市
役
所
１
階
の
市

民
課
窓
口
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
国
民
健
康
保
険
税
は
４
か

ら
６
月
ま
で
暫
定
賦
課
の
期
間
の

た
め
、
税
額
の
修
正
が
で
き
ま
せ
ん
。

８
月
の
本
算
定
時
に
月
割
り
で
計

算
し
、
還
付
な
ど
の
精
算
を
す
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
通
知
書
は
、

８
月
中
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

５
月
は
国
民
健
康
保
険
税
第
２
期

の
納
期
で
す
。
納
期
限
内
納
付
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。
納
付
は
納
め

忘
れ
の
な
い
口
座
振
替
を
お
勧
め

し
ま
す
。

◯問
 

税
務
課
国
民
健
康
保
険
税
係

　

�
２
２－

１
３
１
３

Ｑ.

今
月　

歳
に
な
り
ま
し
た
。
介

65

護
保
険
料
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の

で
す
か
？

Ａ.　

歳
ま
で
は
、
健
康
保
険
に
介

64

護
保
険
料
が
加
算
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、　

歳
に
な
っ
た
月
か
ら
第
１

65

号
被
保
険
者
と
な
り
、
介
護
保
険
料

は
別
に
納
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

介
護
保
険
料
は
、
年
金
か
ら
の
天

引
き
か
納
付
書
で
納
め
る
よ
う
に

な
り
ま
す
が
、
年
度
の
途
中
で　

歳
65

に
な
ら
れ
た
方
は
皆
さ
ん
納
付
書

で
の
納
付
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
４
月
か
ら
６
月
ま
で
は

仮
徴
収
期
間
の
た
め
、
前
年
度
の
保

険
料
を
基
に
算
出
し
た
保
険
料
額

を
納
め
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

こ
の
期
間
に　

歳
に
な
ら
れ
た
方

65

は
、
前
年
度
の
保
険
料
額
が
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
８
月
の
本
算
定
時
に
月

割
り
で
計
算
し
た
納
付
書
を
お
送

り
し
ま
す
。

　

ま
た
、
年
金
か
ら
天
引
き
と
な
る

方
は
、
翌
年
度
の　

月
か
ら
に
な
り

10

ま
す
の
で
、
そ
れ
ま
で
は
納
付
書
で

納
め
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
り
ま

す
。

納
付
書
で
納
付
さ
れ
る
方
に
は
、
口

座
振
替
を
お
勧
め
し
ま
す
。

◯問
 

税
務
課
介
護
保
険
料
係

　

�
２
２－

１
３
１
３

介� 護�

保
険
料�

質
問
箱�


